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令和４年福島県沖を震源とする地震に伴う災害救助法に基づく住宅の応急修理について                        

岩沼市建設部建築住宅課 

受付期間︓令和４年４⽉１１⽇〜令和４年６⽉１５⽇ (重要)市へ申込む前に、修理業者へ⽀払いが完了した場合は対象となりません。 

【制度の趣旨】 
・⽇常⽣活に必要最⼩限度の部分を応急的に修理することで、元の住家に引き続き住むことを⽬的としたものです。 

・応急修理は、岩沼市が修理業者に依頼して実施します。 
 

◎対象となる世帯              ◎応急修理の限度額       ◎応急修理の範囲   

                                        ◯屋根・外壁等の基本部分、ドア・サッシ等の開⼝部、上下⽔道の 

                                         配管・配線、トイレ・浴室等の衛⽣設備などの⽇常⽣活に必要⽋ 

                                         くことのできない部分の応急修理が対象となります。 

                                        ※内装のみに関するもの、家電製品は対象外です。 
   

                                       ◎費⽤負担のイメージ   
                                                         

                                                         【応急修理分】 

                                                        ⇒  市が修理業者へ⽀払い 

                                                           

                                                        ⇒【被災者負担分】 

                                                          本⼈が修理業者へ⽀払い 
  

                  ◎申込に必要な書類                       ◆◆問合せ・書類提出先◆◆ 

                     ◯申請者の⽅が提出するもの                    建設部建築住宅課（市役所 4 階北側） 

                      住宅の応急修理申込書、罹災証明書（写し）等          住所 岩沼市桜⼀丁⽬ 6 番 20 号 

                     ◯修理業者⼜は申請者の⽅が提出するもの             電話 0223-23-0647（内線 434） 

                      修理⾒積書、⼯事完了報告書、⼯事写真（施⼯前･中･後）等    FAX 0223-23-5888 

地震による住家の被害 
「罹災（りさい）証明書で確認」 

⼤規模半壊、中規模半壊 

半壊 
※⾃らの資⼒では、 

応急修理できない⽅ 

準半壊 
※⾃らの資⼒では、 

応急修理できない⽅ 

応急的に修理する元の住家に、 

修理後引き続き居住する⽅ 

595,000 円 

1 世帯あたり 

300,000 円 

応急修理 
◯屋根・外壁などの修理費⽤ 
 

◯限度額を超える費⽤ 

◯対象外の⼯事部分の費⽤ 


